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ふる
サポ

+ 0 & 5 4 6
ふる
サポ

+ 0 & 5 4 6参加事業者 大募集
■あなたの「おいしい」農産物を首都圏の飲食店へPRします!

■取り組み

■メリット

ふるサポ上越は、上越市の農作物の販路拡大プロジェクトです。
皆様がお持ちの農産物の「おいしさ」を知っている方に改めてPRを行うことで、上越市の「お
いしいもの」を知ってもらい「食べてもらいたい」との共感を呼び起こし、人とのつながり、そ
してご縁で首都圏の飲食店などの販路を開拓します。

① ブランディングの一環として、生産者(事業者)様に撮影とインタビューを実施いたします。
② 農産物とその栽培方法、生産者(事業者)様のこだわりなどを発信するPR素材を制作し、ふ
るサポ上越のYoutubeチャンネルにアップロードいたします。
③ 広報上越・公式SNSなど上越市役所の媒体を活用したり、各種メディア様にご協力をいただ
きながら、ふるサポ上越のYoutubeチャンネルに誘導いたします。
④ 上越市内にお住まいの方や上越市に縁のある方へPRを行うことで、共感を得た方から首都圏
や地元の飲食事業者様をご紹介いただき、対面の営業を実施いたします。

①手間いらず
インタビューや撮影に協力していただければ、あとはほとんど手間がかかりません。
②幅広いPR
複合的かつ広域のPRが行え、飲食事業者だけでなく、住民の方にも知ってもらえま
す。
③無料だからお気軽に
費用がかからないため(サンプル品のご提供につきましてはご相談させていただく場合
があります)気軽に販路にチャレンジ出来ます。

お問い合わせ先 ふるサポ上越事務局 担当:新田 furusuppojo@gmail.com / 090-4943-7869
上越市農産物等販売促進実行委員会 事務局：上越市役所 農業振興課 / 025-520-5752

参加申込書 メール:furusuppojo@gmail.com / FAX:025-526-6185
メール:furusuppojo@gmail.com / F



イノシシを中心とした農地・農作物被害の早期根絶を図るため、上越市鳥獣被害防止
対策協議会との連携の下、「出没しにくい環境づくり」、「電気柵による侵入防止」、
「加害個体の捕獲」の三つの対策を柱に取組を推進するとともに、あわせて、「鳥獣捕
獲の担い手を確保・育成」、「ジビエの利活用」を推進する。

基本方針

１ 鳥獣が出没しにくい環境づくり
⑴ 集落環境診断の実施【継続】

・集落ぐるみの自発的な取組を促進する上で、有効な手段であり、引き続き、協議会

内に推進チーム（市、JAえちご上越、NOSAI新潟上越支所）を設置し、推進する。

⑵ 鳥獣被害対策学習会の開催による鳥獣関連知識の普及啓発【継続】

⑶ 農作物等被害調査の実施【継続】

・市内農家組合（約12,000戸）を対象に、アンケート形式による調査を実施する。

２ 電気柵による侵入防止
⑴ 電気柵の新設支援（鳥獣被害防止総合対策交付金）【継続】

⑵ 予防電気柵の導入及び既設電気柵の更新支援（協議会単独補助）【継続】

３ 加害個体の捕獲
⑴ 上越市鳥獣被害対策実施隊による加害個体の捕獲強化【継続】

・上越市鳥獣被害対策実施隊と集落との連携による加害個体の捕獲強化に取り組む。

・国の「捕獲サポート隊制度（集落）」を活用し、同隊員に対して安全講習会の開催

や傷害保険への加入等を支援する。

⑵ 新潟県猟友会上越６支部による年間を通じた捕獲活動【継続】

⑶ 捕獲技術講習会の開催による技術の継承【継続】

⑷ スマート捕獲の本格導入【継続】

４ 鳥獣捕獲の担い手の確保・育成
⑴ 狩猟免許等の新規取得支援及び新規猟銃取得支援【継続】

⑵ 捕獲活動支援費の増額【継続】

・イノシシの捕獲活動支援費の増額を継続するほか、新たにツキノワグマも支援費の支

払い対象とするなどして、猟友会入会のインセンティブを高める。

⑶ 情報発信の取組強化【継続】

・昨年度に引き続き、狩猟免許等取得及び猟友会入会のインセンティブを高めるための

情報発信を強化する。

５ ジビエの利活用
⑴ 飲食店を対象としたジビエ料理講習会の開催【継続】

⑵ 市内イベントをあわせたジビエ試食機会イベントの開催【継続】

令和８年度農作物鳥獣被害防止対策事業の概要
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鳥獣被害の防止には
「３つの取組」が重要！

イノシシによる農作物被害を防ぐためには、

捕獲によって個体数を減らすことはもちろんで

すが、ほ場へのイノシシ侵入を防ぐ電気柵の設

置や、農地周りの草刈りなどでイノシシが出没

しにくい環境をつくることが有効とされており

、これらを組み合わせて取り組むことで、被害

を防ぐ効果を一層高めることができるとされて

います。

イノシシやシカが悪さを

している。

でも、何から始めればよ

いのか分からない・・・

「上越市鳥獣被害防止対策協議会」（以下、協議会）の

構成員である、JAえちご上越、NOSAI新潟上越支所、上

越市役所の職員が、集落の皆さんと一緒に集落を歩いて

周り、鳥獣の痕跡や侵入路を探します。その上で、「誰

が」「いつ」「どこで」「何を」を盛り込んだ、具体的

なアクションプランを住民の皆さんと一緒に考えます。

鳥獣の出没しにくい集落を目指して
「集落環境診断」に取り組みましょう！

集落環境診断とは？

有害鳥獣
の捕獲

電気柵による
侵入防止

出没しにくい
環境づくり

鳥獣被害の防止

集落を見て回る集落環境調査専門家による勉強会 イノシシのヌタ場

効果検証の様子集落地図作成の様子 合意形成ワークショップの様子

対策は確立されている
あっちから

イノシシが来る

あの茂みに

潜んでいる

ここに柿の木

がある

こういう感じに

なるのが理想

現実的にすぐ

にできそうな

ことは・・・

放置された

果実を・・・

これは実行で

きて、実際に

被害が減った

これはあまり効

果がなかったの

で、来年は・・

どのように実行していくか

この田んぼに

来やすい

「何から始めたら有効なのか」を住民・行政・関係団体が視点をあわせ、現地の被害状況の把握や被

害原因の分析、対策の立案、対策の効果検証まで行う、集落単位の総合的な鳥獣被害対策戦略づくり

です。

「３つの取組」
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上越市鳥獣被害防止対策協議会
（事務局：上越市 農業振興課 中山間地域農業対策室）
電話：025-520-5755（直通）または 各総合事務所（農政担当）
E-mail:nougyoushinkou@city.joetsu.lg.jp

• 協議会担当職員が、町内会や農家組合の役員の方々から、集落内にお
けるイノシシによる被害の発生状況を聞き取り、日程調整や集落の地
図の準備・どのように集落を回るかなどを一緒に考えます。

• 実際に集落を見て回る前に、イノシシの生態や鳥獣被害対策の基本的
知識を学ぶため、専門家から正しい情報を学びます。

• 集落の皆さんと、協議会担当職員が集落を回り、鳥獣の痕跡（食べ跡
、足跡、糞、ヌタ場、獣道）の他、鳥獣を呼び寄せる原因（未収穫の
果樹、放置された果樹、荒廃農地、空き家）などを探します。

• ③集落環境調査で見つけた痕跡や鳥獣を呼び寄せる原因を地図に書き
込み、現在の状況を可視化します。

• 集落地図を見ながら、どうして鳥獣が寄ってくるのかなどの原因を全
員で考えます。

• ⑤問題点の整理で出てきた課題に対して、どういった対策が出来るか
を全員で話し合います。その際には、資金や人員のことは気にせず、
気軽にアイデアを出しましょう。

• ⑥対策検討で出たアイデアを実現可能になるように話し合います。こ
の際に、「誰が」、「いつ」、「どこで」も含めて決めます。

• 協議会も、活用できる補助金や制度など紹介し、実現できるようにサ
ポートします。

• ⑦合意形成ワークショップで決まった対策を実行に移します。

• ⑧で実行してきた対策について振り返りを行い、良かった点、翌年度
から変えるべき点などを話し合います。

休
日
１
日

休
日
半
日

集落環境診断の流れ

①集落内の状況把握

②集落勉強会

③集落環境調査

④集落地図作成

⑤問題点の整理

⑥対策検討

⑦合意形成ワークショップ

⑧対策実行

⑨効果検証

次年度以降も⑧と⑨を繰り返し行い、より効果的な場所への移動、作業量の調整など
を行い、対策が長く続くように見直しを続け、鳥獣被害“ゼロ”を目指しましょう！

休
日
半
日

上越市 集落環境診断 検索

詳しくは

鳥獣が出没しにくい環境づくりに向け、集落の主体的な取組を全市に波及させるため、現に
農作物被害が発生している集落や今後被害発生の恐れがある集落を対象に集落環境診断を導
入していきます。お困りの集落は、お気軽にお問い合わせください。



 
 

令和 8年度 農作物等被害調査の実施について 
   

 イノシシなどの野生鳥獣による農作物等の被害状況の把握は、上越市鳥獣

被害防止対策協議会が年間を通して行っています。被害の把握は、電気柵の設

置や捕獲活動などの対策を講じる上で重要な基礎データとなりますので、被

害を確認した場合は、下記のとおり調査票の提出をお願いします。 
 
 
 
 
 

○ 調査形式   調査票の提出により、農作物等の被害状況を把握 
します。 

 
○ 対象作物   農作物全般（畑作物、果樹を含む。）、農地および 

農業用施設 
 
○ 報告方法   農作物等の被害があった場合は、裏面の調査票に 

被害状況等をご記入いただき、市役所農業振興課 
中山間地域農業対策室、または、最寄りの総合事 
務所まで提出してください。 
（ファクシミリ・メール可） 

 
○ 報 告   被害発生の都度、随時受け付けます 
 
○ そ の 他 

①農作物等被害調査については、市ホームページ及び広報上越 
４月号にも掲載しています。 

 
  ②令和 7 年度の調査結果については、詳細を市ホームページに掲

載しています。（令和 7 年度のイノシシの農作物被害面積は約
3.9ha（前年度より約 6.2ha 減）であり、これに加え、カラス、
ハクビシン等による被害も若干発生しました。）ご協力ありが
とうございました。 

 

 

 

 

 

 

裏面が調査票です  

【お問い合わせ先】 

上越市鳥獣被害防止対策協議会事務局 

  担 当：上越市農林水産部農業振興課 

      中山間地域農業対策室 植木、杉田 

  電 話：０２５-５２０-５７５５ 

  または、各総合事務所（農政担当） 
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回答所要時間：5 分程度 

住  所：上越市                 （TEL：        ） 

氏  名：                                   

問 1： 被害を受けたのは、いつ頃ですか。（被害を受けた年月日を記入） 

令和   年   月   日 

問２： 被害を受けた場所を教えてください。（場所等を記入） 

上越市         区                 番地（を含む全   枚） 

※複数のほ場で被害を受けた場合、「代表地番」と「被害を受けた合計枚数」を記入 

問３：被害を受けた農作物、農地・農業用施設を教えてください。（該当番号に○と、詳細を記入） 

１ 農作物（作物名：               ）（販売目的： 有 ・ 無 ） 

２ 農地・農業用施設（施設等名：                        ） 

【被害状況を具体的にご記入ください】（被害ほ場の電気柵設置： 有 ・ 無 ） 

 

問４：被害を受けた面積・規模を教えてください。（面積等を記入：【参考】一反=10a、一町=100a） 

■ 農作物（例：100aのほ場で、50a が 10％の被害、10a が全滅 → 被害面積は 5a＋10a=15a） 

〇被害を受けたほ場の全体面積：             ａ 

※複数のほ場で被害を受けた場合、「被害を受けた合計の水張面積」を記入 

〇上記のうち被害を受けた面積：             ａ 

■ 農地・農業用施設 

〇被害を受けた幅         ｍ × 長さ         ｍ 

問５：被害を加えた動物・鳥が分かれば、その種類を教えてください。（該当種類に〇） 

イノシシ ・ ニホンジカ ・ カモシカ ・ タヌキ ・ ハクビシン ・ アナグマ 

アライグマ ・カラス ・ スズメ ・サギ ・ その他（             ） 

   

最寄りの「総合事務所」または「上越市役所農業振興課中山間地域農業対策室」に 

調査票をご提出ください（記載された個人情報は当該業務以外に使用いたしません） 

 

農作物・農地・農業用施設の鳥獣被害調査票 

上越市鳥獣被害防止対策協議会（事務局：上越市 農業振興課 中山間地域農業対策室） 

TEL 025-520-5755  FAX 025-526-6185 メール nougyoushinkou@city.joetsu.lg.jp 

被害を確認した際に記入して提出ください 
（それまでは、大切に保管しておいてください） 



 
 

  

農地にイノシシの侵入を防ぐ電気柵の導入や更新を支援します 

 

 

支援の内容 補助率 必要書類 

予防的電気柵の導入 

今後、被害を受けることが予見され
る農地への予防電気柵を設置する費用
の一部を支援します。 
 

１／２以内 
・農地の位置図奨励 

・電気柵の見積書 

既設電気柵の更新 

耐用年数（８年）を経過した電気柵
について、同等品の機器に更新する費
用の一部を支援します。 
 

３／４以内 

・農地の位置図 

・更新用電気柵の見積書 

・電気柵購入日がわかる納品書等の書類 

（協議会貸与品の場合は不要） 

○ 交付対象者 
 原則として、受益者となる農業者３戸以上で組織する団体 
※受益者となる農業者が３戸未満の場合でも、申請が可能な場合があります。 

 ※予防的電気柵の導入及び既設電気柵の更新については、事前（前年度）に報告があった集落等
を対象としています。急遽、予防的電気柵の導入及び既設電気柵の更新が必要となった場合
は、貸付用の電気柵があります。 

 国の交付金を活用し、毎年、電気柵の新設が必要な集落等を支援しています。 

 新たにイノシシの被害を受けた農地への電気柵新設については、８月から９月にかけて、集落等を

通じて翌年度（令和 8年度）の実施要望をとりまとめます。その後、１０月下旬から１１月上旬頃に

現地調査を実施する予定です。※農業者３戸以上で組織する団体が支援対象です。 

○ 本田や法面等の被害を受けた状況がわかる写真を必ず撮影しておいてください。 

○ 集落等の自己負担割合は、例年、事業費の１～３割程度となっています。 

イノシシの被害を受けた農地に来年度電気柵を設置したい 

事前にイノシシの被害を予防したい ／ 電気柵を更新したい 

事前のお願い 

ポイント）各種支援事業の自己負担額や、電気柵の設置・撤去、下草刈り等の維持管理費には、集落協定

構成員の総意により、中山間地域等直接支払交付金を充てることができます。 

集落内や隣の集落でイノ

シシ被害が出ている。 

今のうちに、うちの田ん

ぼも電気柵を張りたい。 

 

 

今まで使っていた電気柵

が古くなって、電圧が低

くなったりしている。そ

ろそろ交換しないと…。 

予防的電気柵の導入 既設電気柵の更新 

秋に要望をとりまとめます 

秋に要望をとりまとめます 

令和 7年度の補助率 

■お問合せ先 
  上越市鳥獣被害防止対策協議会 事務局 

（上越市農林水産部農業振興課中山間地域農業対策室内） 

電話 025-520-5755（直通） 
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集落内で捕獲に従事する人を確保して、

その人の捕獲活動を集落の皆さんで支える

仕組みづくりが、イノシシによる被害の防

止に効果的です。ぜひ、ご検討ください。 
 

鳥獣被害の防止には 
「３つの取組」が重要！ 

 イノシシによる農作物被害を防ぐために

は、捕獲によって個体数を減らすことはもち

ろんですが、ほ場へのイノシシ侵入を防ぐ電

気柵の設置や、農地周りの草刈りなどでイノ

シシが出没しにくい環境をつくることが有効

とされており、これらを組み合わせて取り組

むことで、被害を防ぐ効果を一層高めること

ができるとされています。 

鳥獣被害の防止 

有害鳥獣の 
捕獲 

電気柵による 

侵入防止 

出没しにくい

環境づくり 

「３つの取組」を組み合わせることが重要 

鳥獣被害対策実施隊との連携によるイノシシの捕獲の強化 

 

イノシシが増えて困る！ 

けど、自分たちでは 
捕まえられない… 

何とかしてほしい！ 

鳥獣被害対策実施隊派遣を希望の上、
捕獲活動にご協力ください！ 
 「上越市鳥獣被害対策実施隊員」が、農地周りに出没する

イノシシを捕獲して被害の発生を防ぎます。 

皆さんからは、次のようなサポートをしていただくこと

で、捕獲活動を円滑に実施することができます。 

また、協力いただく皆さんを「市捕獲サポート隊員」と位

置付け、安全講習会の開催や、傷害保険の加入等、安全に捕

獲活動ができるよう環境を整えます。 

実施隊員と集落で、捕獲が見

込める場所を選定します。 

わなを設置する場所の地権者

との調整や集落内への周知をお

願いします。 

わな設置場所の選定や 
地権者との調整、周知 

わなを安全に設置できるよ

う、集落の皆さんのお手伝い

をお願いします。また、設置

したわなは日々の見回りが必

要です。 

わな設置作業や 
日々の見回りの補助 

捕まえたイノシシは、埋設等

により適正に処分することとな

っています。作業場所への運搬

や、埋設場所の提供、作業のお

手伝いなどをお願いします。 

捕獲した個体を処分する 
場所の提供、作業の補助 

上越市 農林水産部農業振興課 
中山間地域農業対策室（鳥獣被害対策係） 
電話 025-520-5755（直通） 
または 各総合事務所（農政担当） 

お困りの集落に「鳥獣被害対策実施隊」を派遣します！ 

地域の皆さんと鳥獣被害対策実施隊員による連携捕獲の流れ 

①集落内の状況把握 

  

②実施隊員との打合せ 

③捕獲活動の展開 

・ 市担当職員が、鳥獣被害対策実施隊員と地域の皆さんとの役割分担

などについてご説明します。 

・ また、集落内におけるイノシシによる被害の発生状況を聞き取ると

ともに、必要に応じて現地の状況を確認し、実施隊員派遣の要否を決

定します。 

・ 派遣する実施隊員と役割分担を確認し、わなを設置する場所などを

相談し、決定します。 

・ 日頃の捕獲活動が円滑に進むよう、集落と実施隊員とで連絡先を交

換します。 

・ 設置したわなに異常がないか、毎日見回ります。 

※ 安易に近寄ると危険ですので、双眼鏡などを使って遠めから確

認してください。 

・ 異常が認められた時は、実施隊員に連絡します。 

・ 実施隊員は、数日ごとにわなの調整などを行います。 

・ 設置したわなでイノシシが捕獲されていたときは、実施隊員に連絡

し、「止め刺し」を依頼します。 

・ 個体の運搬を補助します。埋設処分する場合は、その場所を提供す

るとともに、埋設作業を手伝います。 

④捕獲！ 

実施隊員の派遣期間は、農作物の収穫が概ね完了す

る 10月末までとします。 

ゆくゆくは… 
 

狩猟免許の取得も 

支援しています！ 

問 
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鳥獣捕獲の担い手を募集しています！
～免許等の取得や技術向上に向けた支援制度のお知らせ～

令和8年度版

イノシシによる農作物被害は、数年前の大雪や豚熱の影響により、一時減

少しましたが、ここ最近では、再び生息頭数が増加傾向にあると推測されて

おり、当市の主産業である農業に甚大な被害を与えるとともに、市民への直

接的な被害が発生することも懸念されています。

このため、上越市・上越市鳥獣被害防止対策協議会では、有害鳥獣捕獲を

強力に推進していますが、その有害鳥獣捕獲を担う一般社団法人新潟県猟友

会市内6支部の今後の世代交代や更なる体制強化に向けて、熱意ある新たな

人材を募集していますので、是非ともお力をお貸しください。

令和8年４月

上越市・上越市鳥獣被害防止対策協議会

生物多様性と農山漁村の

環境を守るあなたの力を

必要としています

支援３ わな猟・網猟・第２種銃猟免許の取得経費を支援します

狩猟免許（わな猟・網猟・第２種銃猟免許）を新たに取得し、本市の有害鳥獣捕獲にご協力いただける方に狩

猟免許試験の受講料の一部を支援します。

対象 次の条件を全て満たす人

条件

• 本市に住所を有する人

• 当年度内に新潟県が実施する狩猟免許試験（わな猟、網猟または第２種銃猟免許）に合格する人

• 狩猟免許取得後、当年度内に、本市にある一般社団法人新潟県猟友会の支部に属し、本市の有

害鳥獣捕獲等に協力する人

補助対象経費
10,000円を上限として、狩猟免許試験（わな猟・網猟・第２種銃猟免許）の受験手数料の一部を支

援します。ただし、申請が多数の場合、予算の範囲内となります。

種別

区分 狩猟免許手数料 補助金額 自己負担金額

新たに狩猟免許の1種類を取得する人 5,200円 5,000円 200円

新たに狩猟免許の2種類を取得する人 10,400円 10,000円 400円

既に所有している狩猟免許とは別の狩

猟免許を1種類取得する人
3,900円 3,000円 900円

申請方法

（1、2の二段階

で申請いただき

ます。）

1. 農業振興課、各総合事務所（農政担当窓口）または市ホームページ上の申請書類（補助金交付

申請書、狩猟免許取得計画書、収支予算書）に必要事項を記入し、試験日の前日までに農業振

興課または各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

2. 狩猟免許試験に合格し、猟友会に入会後、当年度内に実績報告書類を農業振興課または各総

合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

支援４ 猟銃の購入費を支援します

初めて猟銃を取得する方に、猟銃の取得に係る経費の一部を支援します。

対象 次の条件を全て満たす人

条件

• 上越市鳥獣被害防止対策協議会が実施するOJT研修（10～11月頃を予定）を受講すること

※予約いただいた方に個別に連絡します。

• 上越市鳥獣被害防止対策実施隊員（以下、「実施隊員」という。）または実施隊員になることが確

実に見込まれる人

• 初めて銃を取得する人

※申請せずに既に銃を購入した方は支援対象外となるのでご注意ください

• 猟銃取得日時点で49歳以下の人

補助対象経費
100,000円を上限として、猟銃購入費（税抜き）×1/2以内を支援します。ただし、予算に限りがある

ため、猟銃の取得を検討されている方は速やかに下記の問合せ先までご相談ください。

申請方法

（1、2の二段階

で申請いただき

ます。）

1. 農業振興課、各総合事務所（農政担当窓口）または市ホームページ上の予約書類（支援申請予

約書、上記条件の①及び②についての同意書）に必要事項を記入し、速やかに農業振興課また

は各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

2. 猟銃を取得した年度内に補助金交付申請書類を農業振興課または各総合事務所（農政担当窓

口）に提出してください。

支援５ 「くくり罠猟」のノウハウを学ぶ技術講習会を開催します

猟友会に入会間もない、経験が浅い方を対象に、猟友会のベテランハンターから、くくり罠を設置するポイン

トやエサの選び方、日々の管理方法など、テクニックを学ぶための技術講習会の開催を予定しています。

• 開催時期 10月頃（予定）

• 対象 猟友会入会後5年程度の方 ※詳細は、猟友会各支部を通じてお知らせします。

問合せ先
支援制度に関すること 上越市 農林水産部 農業振興課（電話：025-520-5755）
猟友会に関すること
狩猟免許試験に関すること 上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター環境課（電話：025-524-4237）
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担い手確保による有害鳥獣捕獲の更なる強化

令和7年度のイノシシによる水稲被害は、前年度

より大きく減少しています。その反面、イノシシ

捕獲頭数を見ると、大雪や豚熱の発生により令和3

年度は一時的に減少したものの、令和4年度以降は

増加傾向にあることから生息頭数も増加傾向にあ

ると考えられます。

被害根絶に向けた様々な対策のうち、有害鳥獣

の捕獲については、市内の猟友会の皆さんに依頼

し、大きな成果を上げていただいています。

一方で、会員の高齢化が進行しつつあり、猟友

会の持続性が懸念されることから、新たな担い手

の確保・育成をあわせて行い、猟友会の体制を強

化することで、当市の捕獲対策を将来にわたって

維持させていきます。

狩猟免許を取得して、猟友会に加入し、

市民と農業を守る有害鳥獣捕獲にご協力ください！

猟友会で活躍されている若きハンターを紹介します！

一般社団法人 新潟県猟友会 佐藤 満 さん

Q．「狩猟者」になったきっかけは？

A．イノシシによる農作物被害を受けたことがきっかけです。

毎年、田んぼを荒らされてしまうので、狩猟免許を取得

し、被害を防ごうと思いました。

Q．狩猟活動で感じたことはありますか？

A．免許を取得してから6年目になりますが、捕獲しても生

息数が減少していないように感じています。また、捕獲活

動では私自身の技量不足を感じており、時々、逃げられて

しまうこともありますが、今後の活動の中で腕を磨いてい

きたいと思います。

Q．市民の方々へのメッセージをお願いします

A．実際に免許を取得しても最初のうちは上手く捕獲ができ

ず不安になることがあると思いますが、経験豊富な先輩方

から捕獲のコツや注意すべきポイントを繰り返し教えても

らえるので心配ありません。狩猟に興味のある方や農作物

を守りたい方は、ぜひ免許を取得してみてください。1人

でも多く、仲間が増えることを楽しみにしています。

支援制度の内容 ※いずれも猟友会に入会することが要件

支援１ 捕獲した獣種・頭数に応じて支援が受けられます

猟友会会員が行う、イノシシ等の捕獲活動に対して支援を行っています。

単価と捕獲頭数により算出した支援費を猟友会各支部を通じてお支払いしています。

獣 種 １頭当たり支払単価 獣 種 １頭当たり支払単価

イノシシ（成獣） 15,000円 タヌキ・ハクビシン・アナグマ・

ノウサギ・テン・キツネ・アライグマ
2,000円

イノシシ（幼獣） 6,000円

ニホンジカ（成獣） 12,000円 カラス 500円

ニホンジカ（幼獣） 5,000円 アオサギ 200円

ツキノワグマ 25,000円

※猟友会各支部によっては、支払額から経費等が差し引かれる場合があります。

支援２ 第１種銃猟免許・猟銃の所持許可取得に係る経費を支援します

ha

第１種銃猟免許・猟銃の所持許可を新たに取得し、本市の有害鳥獣捕獲にご協力いただける方に、取得経費の

一部を支援しています。

対象 次の必須条件を全て満たす人で、かつ、選択条件のいずれかを満たす人

必須条件

• 本市に住所を有する人

• 市税を完納している人

• 猟銃の所持許可証の交付の翌年度から３年以内に、本市にある一般社団法人新潟県猟友会の支

部に属し、本市の有害鳥獣捕獲に協力することを確約する人

選択条件

① 第１種銃猟免許及び猟銃の所持許可を当年度内に新たに取得する人

② 既に第１種銃猟免許を所有している人で、猟銃の所持許可を当年度内に新たに取得する人

③ 既に猟銃の所持許可を所有している人で、第１種銃猟免許を当年度内に新たに取得する人

補助対象経費
54,000円を上限として、次の経費を支援します。ただし、申請が多数の場合、予算の範囲内となりま

す。

選択条件①の人

• 狩猟免許試験時の健康診断料

• 銃の射撃教習受講料

• 銃の所持許可申請時の健康診断料

• ハンター保険料

選択条件②の人

• 銃の射撃教習受講料

• 銃の所持許可申請時の健康診断料

• ハンター保険料

選択条件③の人
• 狩猟免許試験時の健康診断料

• ハンター保険料

申請方法

（1、2の二段階

で申請いただき

ます。）

1. 農業振興課、各総合事務所（農政担当窓口）または市ホームページ上の予約書類（支援申請予

約書、市税納入状況照会の同意書）に必要事項を記入し、試験日の前日までに農業振興課また

は各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

2. 第１種銃猟免許、猟銃の所持許可を取得後、当年度内に申請書類や領収証の写しを農業振興課

または各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。
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担い手確保による有害鳥獣捕獲の更なる強化

令和7年度のイノシシによる水稲被害は、前年度

より大きく減少しています。その反面、イノシシ

捕獲頭数を見ると、大雪や豚熱の発生により令和3

年度は一時的に減少したものの、令和4年度以降は

増加傾向にあることから生息頭数も増加傾向にあ

ると考えられます。

被害根絶に向けた様々な対策のうち、有害鳥獣

の捕獲については、市内の猟友会の皆さんに依頼

し、大きな成果を上げていただいています。

一方で、会員の高齢化が進行しつつあり、猟友

会の持続性が懸念されることから、新たな担い手

の確保・育成をあわせて行い、猟友会の体制を強

化することで、当市の捕獲対策を将来にわたって

維持させていきます。

狩猟免許を取得して、猟友会に加入し、

市民と農業を守る有害鳥獣捕獲にご協力ください！

猟友会で活躍されている若きハンターを紹介します！

一般社団法人 新潟県猟友会 佐藤 満 さん

Q．「狩猟者」になったきっかけは？

A．イノシシによる農作物被害を受けたことがきっかけです。

毎年、田んぼを荒らされてしまうので、狩猟免許を取得

し、被害を防ごうと思いました。

Q．狩猟活動で感じたことはありますか？

A．免許を取得してから6年目になりますが、捕獲しても生

息数が減少していないように感じています。また、捕獲活

動では私自身の技量不足を感じており、時々、逃げられて

しまうこともありますが、今後の活動の中で腕を磨いてい

きたいと思います。

Q．市民の方々へのメッセージをお願いします

A．実際に免許を取得しても最初のうちは上手く捕獲ができ

ず不安になることがあると思いますが、経験豊富な先輩方

から捕獲のコツや注意すべきポイントを繰り返し教えても

らえるので心配ありません。狩猟に興味のある方や農作物

を守りたい方は、ぜひ免許を取得してみてください。1人

でも多く、仲間が増えることを楽しみにしています。

支援制度の内容 ※いずれも猟友会に入会することが要件

支援１ 捕獲した獣種・頭数に応じて支援が受けられます

猟友会会員が行う、イノシシ等の捕獲活動に対して支援を行っています。

単価と捕獲頭数により算出した支援費を猟友会各支部を通じてお支払いしています。

獣 種 １頭当たり支払単価 獣 種 １頭当たり支払単価

イノシシ（成獣） 15,000円 タヌキ・ハクビシン・アナグマ・

ノウサギ・テン・キツネ・アライグマ
2,000円

イノシシ（幼獣） 6,000円

ニホンジカ（成獣） 12,000円 カラス 500円

ニホンジカ（幼獣） 5,000円 アオサギ 200円

ツキノワグマ 25,000円

※猟友会各支部によっては、支払額から経費等が差し引かれる場合があります。

支援２ 第１種銃猟免許・猟銃の所持許可取得に係る経費を支援します

ha

第１種銃猟免許・猟銃の所持許可を新たに取得し、本市の有害鳥獣捕獲にご協力いただける方に、取得経費の

一部を支援しています。

対象 次の必須条件を全て満たす人で、かつ、選択条件のいずれかを満たす人

必須条件

• 本市に住所を有する人

• 市税を完納している人

• 猟銃の所持許可証の交付の翌年度から３年以内に、本市にある一般社団法人新潟県猟友会の支

部に属し、本市の有害鳥獣捕獲に協力することを確約する人

選択条件

① 第１種銃猟免許及び猟銃の所持許可を当年度内に新たに取得する人

② 既に第１種銃猟免許を所有している人で、猟銃の所持許可を当年度内に新たに取得する人

③ 既に猟銃の所持許可を所有している人で、第１種銃猟免許を当年度内に新たに取得する人

補助対象経費
54,000円を上限として、次の経費を支援します。ただし、申請が多数の場合、予算の範囲内となりま

す。

選択条件①の人

• 狩猟免許試験時の健康診断料

• 銃の射撃教習受講料

• 銃の所持許可申請時の健康診断料

• ハンター保険料

選択条件②の人

• 銃の射撃教習受講料

• 銃の所持許可申請時の健康診断料

• ハンター保険料

選択条件③の人
• 狩猟免許試験時の健康診断料

• ハンター保険料

申請方法

（1、2の二段階

で申請いただき

ます。）

1. 農業振興課、各総合事務所（農政担当窓口）または市ホームページ上の予約書類（支援申請予

約書、市税納入状況照会の同意書）に必要事項を記入し、試験日の前日までに農業振興課また

は各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

2. 第１種銃猟免許、猟銃の所持許可を取得後、当年度内に申請書類や領収証の写しを農業振興課

または各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。
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※令和8年度よりツキノワグマを支払いの対象としました。



鳥獣捕獲の担い手を募集しています！
～免許等の取得や技術向上に向けた支援制度のお知らせ～

令和8年度版

イノシシによる農作物被害は、数年前の大雪や豚熱の影響により、一時減

少しましたが、ここ最近では、再び生息頭数が増加傾向にあると推測されて

おり、当市の主産業である農業に甚大な被害を与えるとともに、市民への直

接的な被害が発生することも懸念されています。

このため、上越市・上越市鳥獣被害防止対策協議会では、有害鳥獣捕獲を

強力に推進していますが、その有害鳥獣捕獲を担う一般社団法人新潟県猟友

会市内6支部の今後の世代交代や更なる体制強化に向けて、熱意ある新たな

人材を募集していますので、是非ともお力をお貸しください。

令和8年４月

上越市・上越市鳥獣被害防止対策協議会

生物多様性と農山漁村の

環境を守るあなたの力を

必要としています

支援３ わな猟・網猟・第２種銃猟免許の取得経費を支援します

狩猟免許（わな猟・網猟・第２種銃猟免許）を新たに取得し、本市の有害鳥獣捕獲にご協力いただける方に狩

猟免許試験の受講料の一部を支援します。

対象 次の条件を全て満たす人

条件

• 本市に住所を有する人

• 当年度内に新潟県が実施する狩猟免許試験（わな猟、網猟または第２種銃猟免許）に合格する人

• 狩猟免許取得後、当年度内に、本市にある一般社団法人新潟県猟友会の支部に属し、本市の有

害鳥獣捕獲等に協力する人

補助対象経費
10,000円を上限として、狩猟免許試験（わな猟・網猟・第２種銃猟免許）の受験手数料の一部を支

援します。ただし、申請が多数の場合、予算の範囲内となります。

種別

区分 狩猟免許手数料 補助金額 自己負担金額

新たに狩猟免許の1種類を取得する人 5,200円 5,000円 200円

新たに狩猟免許の2種類を取得する人 10,400円 10,000円 400円

既に所有している狩猟免許とは別の狩

猟免許を1種類取得する人
3,900円 3,000円 900円

申請方法

（1、2の二段階

で申請いただき

ます。）

1. 農業振興課、各総合事務所（農政担当窓口）または市ホームページ上の申請書類（補助金交付

申請書、狩猟免許取得計画書、収支予算書）に必要事項を記入し、試験日の前日までに農業振

興課または各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

2. 狩猟免許試験に合格し、猟友会に入会後、当年度内に実績報告書類を農業振興課または各総

合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

支援４ 猟銃の購入費を支援します

初めて猟銃を取得する方に、猟銃の取得に係る経費の一部を支援します。

対象 次の条件を全て満たす人

条件

• 上越市鳥獣被害防止対策協議会が実施するOJT研修（10～11月頃を予定）を受講すること

※予約いただいた方に個別に連絡します。

• 上越市鳥獣被害防止対策実施隊員（以下、「実施隊員」という。）または実施隊員になることが確

実に見込まれる人

• 初めて銃を取得する人

※申請せずに既に銃を購入した方は支援対象外となるのでご注意ください

• 猟銃取得日時点で49歳以下の人

補助対象経費
100,000円を上限として、猟銃購入費（税抜き）×1/2以内を支援します。ただし、予算に限りがある

ため、猟銃の取得を検討されている方は速やかに下記の問合せ先までご相談ください。

申請方法

（1、2の二段階

で申請いただき

ます。）

1. 農業振興課、各総合事務所（農政担当窓口）または市ホームページ上の予約書類（支援申請予

約書、上記条件の①及び②についての同意書）に必要事項を記入し、速やかに農業振興課また

は各総合事務所（農政担当窓口）に提出してください。

2. 猟銃を取得した年度内に補助金交付申請書類を農業振興課または各総合事務所（農政担当窓

口）に提出してください。

支援５ 「くくり罠猟」のノウハウを学ぶ技術講習会を開催します

猟友会に入会間もない、経験が浅い方を対象に、猟友会のベテランハンターから、くくり罠を設置するポイン

トやエサの選び方、日々の管理方法など、テクニックを学ぶための技術講習会の開催を予定しています。

• 開催時期 10月頃（予定）

• 対象 猟友会入会後5年程度の方 ※詳細は、猟友会各支部を通じてお知らせします。

問合せ先
支援制度に関すること 上越市 農林水産部 農業振興課（電話：025-520-5755）
猟友会に関すること
狩猟免許試験に関すること 上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター環境課（電話：025-524-4237）



 

令和 8年度中山間地域等直接支払交付金について 
農業振興課中山間地域農業対策室 

 

第 6期対策で計画した取組の達成について 

 令和 8 年度は、第 6 期対策の 2 年目となります。集落協定書で計画した取組が達成できな

い場合は、最大で 5か年度分の交付金を返還する必要が生じます。 

 集落協定書の記載内容を確認するとともに、計画した取組が未達成・未完了とならないよう、

特に次の３点についてご注意ください。 

１．ネットワーク化活動計画の作成・・・集落協定書別紙様式２の２ 

・ 第 6 期対策における本体交付金の 10 割単価が適用した集落協定は、「ネットワーク化活

動計画」の作成が必要です。 

・ 協定書に位置づけた年度から最終年度である令和 11年度までの最大５年間、体制整備単

価が適用となります。 

・ 計画策定後も継続的な話合いが必要です。 

・ 令和 11 年度までにネットワーク化活動計画の作成ができなかった場合は、体制整備単価

分（2割）の遡及返還となります。 

 

 

 

 

２．加算で設定した目標の確実な達成について・・・集落協定書第９ 

加算措置に取り組んでいる集落協定においては、加算で設定した目標を達成する必要があ

りますので、設定した目標を今一度確認し、令和 11年度末までに確実に目標を達成するように

取り組んでください。 

  

 

 

３．交付金の適正な支出のため下記の点を今一度確認してください 

✓ 本体交付金の支出は、農業生産活動に関係する支出に限られます。  

✓ 加算金は、目標達成に資する支出に限られます。 

✓ 交付金の支出の根拠となる借上料や役員報酬は、協定内の合意形成により定めた内規とし

て、必ず作成してください。 

 

 

 

★ ネットワーク化活動計画とは 

  集落協定の統合（広域化）に加え、集落協定間で共通となっている課題から活動を連携 

するネットワーク化や、多様な組織や非農業者の参画を促進する計画 

 

○ 集落協定は、参加者全員の取り決めです。特定の人への負担や活動内容等を知らな

い参加者がいないようにしましょう。 

○ 毎年話し合った上で活動計画や交付金の使途を決定し、その結果を協定内へ周知

し、情報を共有しましょう。 

○ 話し合った内容や決定事項は、議事録などの形に残しておきましょう。 

[注意]加算で設定した目標が未達成となった場合 

       未達成となった加算の金額を最大 5年度分返還 

（目標達成に必要な資金が確保できている場合、交付を受けないことも可） 
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会計検査院の処置要求に対する対応について 

令和 7 年度に実施された国の会計検査において、会計検査院から受検対象となった都道府

県に対し、下記の指摘があり、過大に交付金を交付したことが判明した市町村には、交付金の

返還手続を行うよう要求がありました。 

当市においても、同様の事態がないか確認・指導を徹底するよう農林水産省から通知があり

ました。 

市職員が 5月上旬から 6月下旬までの間に随時、協定書に位置付けた活動（農用地・農道・

水路の維持管理、多面的機能増進を図る活動）の実施状況を現地にて確認します。 

○ 中山間地域等直接支払交付金の対象となる農地について 

交付金の対象となる農地は、次の要件を満たしている必要があります。 

• 農地として利用されていること（宅地、駐車場、資材置場等に転用されていないこと）。 

• 草刈りや水路管理など、保全管理が適切に行われていること。 

• 「田」として申請している農地については、畦畔（あぜ）やかんがい機能などがあり、田の形

状を保っていること。 

• 維持管理農用地においては、草刈りだけでは適正な管理を行っているとは言えず、耕起な

どの「地力向上の取組」を必ず合わせて実施すること。 

これらの要件を満たしていない場合、交付金の返還が生じることがあります。 



【概要】
農業生産条件の不利な中山間地域等において、
集落等を単位に、農用地を維持・管理していくため
の取決め（協定）を締結し、協定にしたがって農業
生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を
交付する。

地域振興立法（特定農山村、過疎法
等）等で指定された地域で傾斜等の基
準を満たす農用地

対象地域

協定を締結し、5年間農業生産活動等
を継続する集落等

対象者

田
急傾斜（1/20以上） 最大21,000円/10a

緩傾斜等（1/100以上） 最大8,000円/10a

交付単価

交付対象の活動

①農業生産活動等を継続するための活動（基礎単価）

②体制整備のための前向きな活動（体制整備単価）

①＋②をどちらも実施する
と単価の10割を交付

ネットワーク化活動計画の作成【第6期対策から】
複数の集落協定間での活動の連携（ネットワーク化）や統
合、多様な組織等の参画に向けた計画を毎年度話合いを
重ねて作成。加算措置

棚田地域振興活動加算
• 認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を
行う場合に加算

超急傾斜（1/10以上）
14,000円/10a

急傾斜（1/20以上）
10,000円/10a

超急傾斜農地保全管理加算
• 超急傾斜農地の保全及び農産物の販売促進等の取組を行う場合に
加算

6,000円/10a

ネットワーク化加算【第6期対策新規】
• 複数の集落協定間でネットワーク化等を行った上で、主導的な人材の
確保や農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算

最大※10,000円/10a
※協定規模により変動
（上限：100万円/年）

スマート農業加算【第6期対策新規】
• スマート農業による作業の省力化等を図る取組を行う場合に加算

5,000円/10a
（上限：200万円/年）

【問合せ】上越市農林水産部農業振興課中山間地域農業対策室 TEL：025-520-5754
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多面的機能支払制度 

 

１．令和 8年度予算の状況について 

 ⑴ 農地維持支払 

   新規・再認定、継続組織すべてにおいて満額交付される見込みです。 

 

 ⑵ 資源向上支払（共同・長寿命化） 

   県は財政悪化を理由に、「令和 8年度の資源向上（共同・長寿命化）において、

令和 6 年度の実績を上回る農用地は交付対象としない」との方針を示しました。 

   共同については、令和 7年 9月の要望量調査の面積に基づくと当市への影響が

ないことを確認していますが、今後の各組織の申請状況によっては、満額交付と

ならない可能性があります。 

   また、長寿命化においては、国の予算の都合上、例年を大きく下回る内示とな

っており、現時点で令和 8年度の内示率は約 78％です。 

 

２．今後のスケジュールについて （      は活動組織が実施する内容です。） 

時 期 内   容 

5月 29日まで 
市へ認定申請書類提出期限（新規・再認定組織） 

市へ変更認定申請書類提出期限（継続組織） 

5月中旬から 6月中旬 
現地確認（市で組織の活動実施状況の確認） 

※例年 10月から 11月に行っている現地確認を前倒しで行います。 

7月中旬 市が事業計画を認定 

7月下旬まで 
市へ補助金交付申請書・概算払請求書提出期限 

（新規・再認定・継続組織） 

8月下旬 活動組織へ補助金交付（第 1回目）70％程度 

8月下旬 令和 9年度要望量調査 
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時 期 内   容 

10月下旬 活動記録・報告等に関する事務研修会 

11月から 順次実績書類の確認実施 

11月下旬まで 
市へ補助金変更交付申請書・概算払請求書提出期限 

（新規・再認定・継続組織） 

12月下旬 
新規・再認定・継続活動組織へ補助金交付（第 2回

目）30％程度 

3月下旬 市へ補助金実績報告書提出期限 

※予定のため変更する場合があります。 

 

 【補足：現地確認を前倒しで実施する理由】 

令和 7年度会計検査（新潟県は対象外）において、対象農用地が適切に保全管

理されていない等により多額の交付金を返還する事態が生じたため、会計検査対

象外の都道府県においても、6月末までに同様の事態が生じていないか確認・指

導するよう農林水産省から通知があったためです。 

会計検査院の指摘は、対象農用地が宅地や駐車場等に転用されている事例、樹

木が繁茂しているなど、保全管理が適切に行われていない事例、また、対象農用

地に畦畔がなく田の要件を満たしていない事例があったというものです。市では

この観点から現在現地を回っているところですが、疑義がある農地を発見した場

合は、組織の皆さんとお話しの上、対応させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



活動の実施に伴う留意点 

 

１．安全管理の徹底について【資料 10-2】 

共同活動を行う際はヘルメットの着用、共同活動の安全のしおりを活用するな

ど事故の発生防止に努めてください。また、傷害保険への加入をお願いします。 

   事故が起きた際は、必ず市へ報告をお願いします。 

 

２．除草剤の使用について 

   多面的機能支払交付金の活動においては、草刈り機による除草が原則とされて

いますが、草刈り機の使用が困難な箇所や効率的な維持管理を図るために必要と

判断する場合は、地上部のみを枯死させる成長抑制剤等、環境や土壌侵食に影響

の少ない薬剤を用いて除草することが可能です。 

 

３．適正な組織運営の徹底について 

   県内において、日当が過大に受給されたり、日当の一部を合意形成が不十分な

まま積立金に充てたり、不適切な事案が見受けられました。 

   活動組織は、構成員の合意形成の徹底を図るとともに、総会等で決定した事項

は、欠席者を含め全員に周知してください。 

 

 

４．長寿命化工事 1件 200万円上限について 

   長寿命化工事については原則 1件 200万円未満ですが、200 万円以上の工事を

実施する場合は市の審査が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。 

同種の工事を 2件に分けて実施しても、合計で 200万円が上限となります。工

事の実施は、見積徴収の際に金額を確認し、活動計画書に沿って実施してくださ

い。 

 

５．活動組織の広域化推進について 

   当市では、令和 7年度から新たに 1組織が広域活動組織として活動を開始して

おり、来年度からも新たに 1組織が活動を開始する予定です。今後、活動組織の

広域化に関する理解が深まるよう、事務研修会で先進事例の紹介や手順等を説明

するなど、広域化を推進してまいります。 
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